
個人情報ファイルの名称 健康管理システム（健康診査・がん検診）

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部健康増進課健康増進係

個人情報ファイルの利用目的 健康診査・がん検診受診者の受診結果を把握し、保健指導や受診勧奨を行う。

記録項目

1 宛名番号、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月日、6 本籍・国籍、7 世帯情報、

8 電話番号、9 送付先情報、10 胃がん検診情報、11 胃がん精検情報、

12 肺がん検診情報、13 肺がん精検情報、14 大腸がん検診情報、

15 大腸がん精検情報、16 子宮がん検診情報、17 子宮がん精検情報、

18 乳がん検診情報、19 乳がん精検情報、20 肝炎検査情報、21 肝炎精検情報、

22 歯周疾患検診情報、23 前立腺がん検診情報、24 前立腺がん精検情報

記録範囲 検診・がん検診受診者

記録情報の収集方法 本人の申告、健康診査・がん検診診断票

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先
委託先事業者、他の行政機関、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成25年法律第27号）の規定による情報照会者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）健康長寿部健康増進課健康増進係

（所在地）〒342-0055　吉川市吉川二丁目１番地１３

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　□有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 健康管理システム（母子保健、予防接種）

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部健康増進課母子保健係

個人情報ファイルの利用目的

母子の健康保持・増進を図るため、妊娠期から乳幼児期までの者を把握し、健診・相談・訪問などにより保健指導を行

う。不妊や養育が必要な児への助成を行う。

生後4か月を迎えるまでの乳児のいる家庭を把握・訪問し、子育て支援に関する情報提供を行う。

予防接種の対象者及び、個々の予防接種状況を把握する。予防接種健康被害者への年金支給を行う。

記録項目

1 宛名番号、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月日、6 本籍・国籍、7 世帯情報、

8 電話番号、9 送付先情報、10 4か月児健診情報、11 1歳8か月児健診情報、

12 3歳4か月児健診情報、13 7か月児相談情報、14 妊娠届出情報、15 予防接種情報、

16 訪問情報

記録範囲 妊婦、新生児から就学前の児とその家族、予防接種法に定められた対象者

記録情報の収集方法 本人の申告、予防接種予診票

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 委託先事業者

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）健康長寿部健康増進課母子保健係

（所在地）〒342-0055　吉川市吉川二丁目１番地１３

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☑有　□無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 ＫＤＢ（国保データベース）システム

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部健康増進課健康増進係

個人情報ファイルの利用目的
埼玉県国民健康保険（吉川市）加入者における健康診査の結果を活用し、保健指導を

実施するため。

記録項目

1氏名（通称名含む）、2住所、3性別、4生年月日、5電話番号、6被保険者証記号番

号、7健康診査の有無、８医療受診の有無、9介護認定の有無

記録範囲 埼玉県国民健康保険（吉川市）加入者（加入履歴がある喪失者を含む）

記録情報の収集方法 ＫＤＢ（国保データベース）システムのデータ連携

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 埼玉県国民健康保険団体連合会

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）健康長寿部健康増進課健康増進係

（所在地）〒342-0055　吉川市吉川二丁目１番地１３

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　☑有　□無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 風しん管理台帳

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部健康増進課母子保健係

個人情報ファイルの利用目的 風疹抗体検査・予防接種の対象者及び、個々の検査・予防接種状況を把握する。

記録項目

1 宛名番号、2 氏名、3 生年月日、4 抗体検査情報、5 予防接種情報

記録範囲 予防接種法に定められた対象者

記録情報の収集方法 抗体検査受診票、予防接種予診票

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 ー

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）健康長寿部健康増進課母子保健係

（所在地）〒342-0055　吉川市吉川二丁目１番地１３

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　□有　☑無

□法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 乳幼児カルテ

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部健康増進課母子保健係

個人情報ファイルの利用目的 母子の健康保持・増進を図るため、健診・相談・訪問などにより保健指導を行う。

記録項目

1 宛名番号、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月日、6 本籍・国籍、7 世帯情報、

8 電話番号、9 送付先情報、10 4か月児健診情報、11 1歳8か月児健診情報、

12 3歳4か月児健診情報、13 7か月児相談情報、14 妊娠届出情報、15 予防接種情報、

16 訪問情報

記録範囲 8歳ごろまでの子についての記録

記録情報の収集方法 本人の申告

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 ー

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）健康長寿部健康増進課母子保健係

（所在地）〒342-0055　吉川市吉川二丁目１番地１３

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

□法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　□有　□無

☑法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）



個人情報ファイルの名称 乳児家庭全戸訪問報告書

行政機関等の名称 市長

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称
健康長寿部健康増進課母子保健係

個人情報ファイルの利用目的 母子の健康保持・増進を図るため、健診・相談・訪問などにより保健指導を行う。

記録項目

1 宛名番号、2 氏名、3 住所、4 性別、5 生年月日、6 本籍・国籍、7 世帯情報、

8 電話番号、9 送付先情報、10 4か月児健診情報、11 1歳8か月児健診情報、

12 3歳4か月児健診情報、13 7か月児相談情報、14 妊娠届出情報、15 予防接種情報、

16 訪問情報

記録範囲 生後4か月までの乳児がいる家庭についての記録

記録情報の収集方法 本人の申告

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨
☑含む　□含まない

記録情報の経常的提供先 ー

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地

（名　称）健康長寿部健康増進課母子保健係

（所在地）〒342-0055　吉川市吉川二丁目１番地１３

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等
ー

個人情報ファイルの種別

□法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

　　→　当該電算処理ファイルに付随する（当該電算処理ファイルの利用目的及び

　　　　記録範囲の範囲内である）マニュアル処理ファイルの有無　　□有　□無

☑法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

備考 作成年月日（最終修正日）：令和５年４月１日

個人情報ファイル簿（単票）


